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○裁判所法

（昭和22年4月16日公布法律第59号） （抄）

第二十七条 （判事補の職権の制限） 判事補は、他の法律に特別の定のある場

合を除いて、一人で裁判をすることができない。

②判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長と．なることができな

い。

第二十八条 （裁判官の職務の代行） 地方裁判所において裁判事務の取扱上さ

し迫った必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄

区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地

方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

②前項の規定により当該地方裁判所のさし迫った必要をみたすことができない

特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高

等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所､家庭裁判所又はその高等

裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

第二十九条 （司法行政事務） 最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人

に各地方裁判所長を命ずる。

②各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の識によるものとし《

各地方裁判所長が、 これを総括する。

③各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、 ･各地方裁判

所長が、その議長となる。

第四編裁判所の職員及.び司法修習生

第一章裁判官

第三十九条 （最高裁判所の裁判官の任免） 最高裁判所長官は、内閣の指名に

基いて、天皇がこれを任命する‘

②最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。

③最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。

④最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定

めるところにより国民の審査に付される。

第四十条 （下級裁判所の裁判官の任免） 高等裁判所長官、判事、判事補及び

○

○
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簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命

する。

②高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。

③第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その

任期を終えるものとし、再任されること‘ができる。

第四十一条 （最高裁判所の裁判官の任命資格） 最高裁判所の裁判官は、職見

の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、その･う

ち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に

在った者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在ってその年数を

通算して二十年以上になる者でなければならない。

一高等裁判所長官

’二判事

三簡易裁判所判事

四検察官．

五弁護壬

六別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授

②五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在った者又は十

年以上同項第一号から第六号までに掲げる職の－若しくは二以上に在った者が

判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、

裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の

職に在ったときは、その在職は、同項の規定の適用については、 これを同項

第三号から第六号までに掲げる職の在職とみなす。

③前二項の規定の適用について．は、第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる

職に在った年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に

在った年数とする。

④三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在った者が簡

易裁判所判事、 ・検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判

所判事、検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数については、

前項の規定は、 これを適用しない。 L..

第四千二条 （高等裁判所長官及び判事の任命資格） 高等裁判所長官及び判事

6
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は､次の各号に掲げる職の一又は二以上に在ってその年数を通算して十年以上に

．なる者の中からこれを任命する。

一判事補

二簡易裁判所判事

三検察官

四弁護士

五裁判所鯛査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官

六前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授

②前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上

に在った者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在ったときは、

その在職は、 これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。

③前二項の規定の適用については、第一項第二号乃至第五号及び前項に掲げる

職に在った年数は、 ･司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に

在った年数とする。

④三年以上前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在った者

が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁

判所判事、検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数につ．いては、

・前項の規定は、 これを適用しない。司法修習生の修習を終えないで簡易裁判

所判事又は検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の簡易

裁判所判事、検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数につい

ても、同様とする。

第四十三条 ． （判事補の任.命資格） 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の

中からこれを任命する。

第四十四条 （簡易裁判所判事の任命資格） 簡易裁判所判事は、高等裁判所長

官若しくは判事の職に在った者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に

在ってその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。

一判事補

二検察官

三弁護士

四裁判所調査官､裁判所事務官、司法研修所教官､裁判所職員総合研修所教官、

○
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法務事務官又は法務教官

五第四千一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教･授

②前項の規定の適用については、同項第二号乃至第四号に掲げる職に在った年

数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在った年数と

する。

③司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第六十六条の試験に

合格した後の検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数について

は、前項の規定は、 これを適用しない。

第四十五条 （簡易裁判所判事の選考任命） 多年司法事務にたずさわり、その

他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は､前条第一項に掲げる者に

該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事

に任命されることができる。

②簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。

第四十六条 （任命の欠格事由） 他の法律の定めるところにより一般の官吏に

任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官

に任命するこどができない。 、

一禁銅以上の刑に処せられた者

二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

第四十七条 （補職） I下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。

第四十八条 （身分の保障） 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律

による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執る

ことができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、

転所、職務の停止又は報酬の減額をされることばない。

第四十九条 （懲戒） 裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、

又は品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判

によって懲戒される。

第五十条 （定年） 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁

判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七

十年に達した時に退官する。

第五十一条 （報酬） 裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定め

○
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る。

第五十二条 （政治運動等の禁止)・ 裁判官は、在任中、左の行為をすることが

できない。

一国会若しくは地方公共団体の藤会の議員となり、又は積極的に政治運動をす

ること。

二最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事する

こと。

三商業を営み、 ､その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

第七十五条 （評議の秘密） 合議体でする裁判の評議は、 これを公行しない。

但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。

②評議は、裁判長が、 これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並び

に各裁判官の意見及びその多少の数については、 この法律に特別の定がない限

り、秘密を守らなければならない。

第八十条 （司法行政の監督） 司法行政の監督権は、左の各号の定めるとこ

ろ.によりこれを行う。

一最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督す

る。

二． 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及び

その職員を監督する。

三各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及び

その職員を監督する。

四各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。

五第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外

の職員を監督する。

（原文は縦書き）

○
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最高裁人任E第410号

（人い－7） ・

平成4年4月28日

｝

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官
地方裁判所長
家庭裁判所長
最高裁判所事務総局局課長
司法研修所長
裁判所書記官研修長
家庭裁判所調査官研修所長
最高裁判所図書館長

0

○

最高裁判所事務総長千種秀夫

裁判所職員の赴任期間について（依命通達）

標記の期間について下記のとおり定めましたから， これによってください。

なお，所属の職員（地方裁判所にあっては，管轄区域内の簡易裁判所及び検察審

査会の職員を含む。 ）にこの旨を周知させてください。 ． ．

記

1 採用又は人事異動の発令を受けた裁判所職員の赴任期間は, ･その通知を受けた

日の翌日から起算して次の表に定める期間とする。ただし， この期間の最終日又

は最終日及びこれに引き続く日が裁判所の休日に関する法律（昭和63年法律第

93号）第1条第1項に規定する裁判所の休日にあたる場合の赴任期間は，その

・翌日までとする。

○

2 ．赴任期間内においても，できる限り速やかに着任するものとする。

3公務上の必要その他やむを得ない事由により赴任期間内に着任できない場合に

は,．あらかじめ，赴任期間の延長について，裁判所の長を命ぜられた者にあって

6

住居を移転する.とき 10日

住居を移転しないとき 5日



e

は当該裁判所の直近上級裁判所の長の承認を，その他の職を命ぜられた者にあっ

ては着任すべき裁判所（簡易裁判所及び検察審査会にあってば，その所在地を管

轄する地方裁判所)の長の承認を得るものとする。ただし，あらかじめ承認を得

ることができない正当な理由がある場合には，着任後直ちに承認を得るものとす
●

る。

付記．

この通達は，平成4年5月1日から実施する。

昭和53年1月28日付け最高裁人任E第68号事務総長依命通達「裁判所職

１
２

○ 員の赴任期間について」は，平成4年4月30日限り，廃止する。

1

○
ー

0

孝

『

7 ■

Ｆ

Ｆｏ
、
１



､

最高裁人任E第623号
‐

（人い－1）

平成16年5月31日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

○
0

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充

裁判官に関する人事事務の資料の作成等について（依命通達）
0

裁判官に関する人事事務の資料の作成等について，下記のとおり定めましたから，

これによってください。

、 記

第1裁判官第一カード

1作成及び提出

裁判官人事の基礎資料とするため，新規に裁判官に任命された者（以下「新

任裁判官」という。 ）について，新任裁判官の本務庁（簡易裁判所である場合

には，その所在地を管轄する地方裁判所。以下同じ。 ）の長は，新任裁判官の

任命発令後速やかに，別紙様式第1の書面（以下「裁判官第一カード』 とい

う。 ）を1部作成し， 当該新任裁判官の押印を得た上，人事局長に提出する。

ただし，裁判官であった者が検事等に転官した後，裁判官に復帰した場合は，

裁判官第一カードの作成を要しない。 。

○

8



2写真の更新

以下の場合は，新任時に貼付された写真の更新のため，撮影から3箇月以内

の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。

（1）判事補が判事に任命された場合

（2）判事又は簡易裁判所判事が再任された場合

（3）判事補が検事等に転官した後，判事として復帰した場合

2裁判官第二カード

1 作成及び提出

裁判官人事の参考資料とするため，毎年8月1日現在で在職する裁判官（高

等裁判所の長官を除く。 ）は，別紙様式第2の書面（以下「裁判官第二カー

ド」 という。 ）を1部作成し，以下のとおり提出する。

（1）高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所に補職されている裁

判官（地方裁判所長，家庭裁判所長及び最高裁判所に勤務する者を除く。 ）

は，所属庁の長に提出する。

なお，簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補については，判事又

は判事補として補職されている所属庁の長に提出する。

(2)複数の裁判所に補職されている裁判官は，本務庁の長に提出する。ただし，

当該裁判官が主として兼務庁において職務を行ってい･る場合には，本務庁の

長と兼務庁の長の協議により，兼務庁の長を提出先とすることができる。兼

務庁の長を提出先に定めた場合には，兼務庁の長は，その旨を当該裁判官に

適宜の方法で通知する。

(3)補職されている裁判所（以下「補職庁」という。 ） と異なる裁判所の職務

を行う裁判官は，補職庁の長（複数の裁判所に補職されている裁判官につい

ては， (2)で定められた庁の長）に提出する。ただし，当該裁判官が主として

補職庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行っている場合は，補職庁の長及び

職務代行を命じられている裁判所（以下「職務代行庁」という。 ）の長の協

第2

○

○

9



夕

1

議により， .職務代行庁の長を提出先とすることができる。職務代行庁の長を

提出先に定めた場合には，職務代行庁の長は，その旨を当該裁判官に適宜の

方法で通知する。

． （4） 地方裁判所長及び家庭裁判所長は，その所属する裁判所の所在地を管轄す

る高等裁判所の長官（以下「管轄高等裁判所の長官」という。 ）に提出する。

（5）最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官（局課長を除く。 ）は，そ

の勤務する局課の局課長に，最高裁判所の裁判所調査官（首席調査官を除

く｡ ）は，最高裁判所首席調査官に，最高裁判所の研修所に勤務する裁判官

（研修所長を除く。 ）は，その勤務する研修所の所長に，それぞれ提出する。

2任地及び担当事務の希望に対する意見の記入等

（1）地方裁判所長及び家庭裁判所長は， 1の(1)から(3)までにより提出された裁

判官第二カードに， 当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記

入し,管轄高等裁判所の長官に対し，その定める期日までに提出する。

（2） 高等裁判所の長官は， 1の(1)から(4)まで及び2の(1)により提出された裁判

官第二カー･ドに， 当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入

′ した上，人事局長に対し，その定める期日までに提出するとともに，地方裁

判所長又は家庭裁判所長に2の(1)により提出された裁判官第二カードの写し

を送付する。

（3）最高裁判所事務総局の局課長，最高裁判所首席調査官及び最高裁判所の研

修所の所長は， 1の(5)により提出された裁判官第二カードに，当該裁判官の

任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し，人事局長に対し，その定め

る期日までに提出する。

3裁判官第二カードの写しの保管，移管及び廃棄

別途定める。

付記

1 この通達は，平成16年6月1日から実施する。

○

U

10



2昭和53年3月17日付け最高裁人任E第159号人事局長通達

一ドの作成について」は,平成16年5月31日限り，廃止する。

｢裁判官力

付．記（平成24． 3． 1‘人任-E第000085号）

この通達は，平成24年4月1日から実施する。

付記（平成28． 9． 14人任第1487号）

この通達は，平成28年10月1日から実施する。

〃

I

●

0

(_）
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捌紙様式第1）

裁判官第一カード

○

○

12

ふりがな
● 0 期別

氏名

8

印

口男口女

旧氏名 ．（ 年月 日変更）

生年月日 年 月 日生

写真貼付

(縦6.5cm,横5cm)

｡ 9

年 月 日撮影

合

●

学
歴

学 校 名

大学大学院

大 学

高等学校

中学校

学部科名 修 学 の 別

年 月口修□ 年中退

年 月口卒口 年中退
■
■

年 月口卒口 年中退

年 月口卒ロ 年中退

試
験
・
選
考

名 称

口司法試験

口簡易裁判所判事選考

試験・選考の合格

年 月 日

年 月 日

司
法
修
習

任命 ＆

年 月 日

終了

年 月 日

任
命
等

種別

口判 事

口判 事 補

口簡易裁判所判事

口検 事

ロ弁 護 士
。

④

□

任命・登録

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

． 年 月 日

年 月 日

退官・登録取消

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月． 日

年 月 日

年 月 日

資
格
等

履修外国語

口英口独ロ仏

□その他（ ）

資格 。 検定等



(別紙様式第2－1）

匪罰匠亙］ 裁判官第・ 二カ ー ド

・ 〔判事用〕 平成 年8月’日現在

○

○

0

13
●

轟鐡

所属庁

①

0

（ 歳）
印 現

住

所

TEL

〔住宅の種別〕 口自宅口官舎ロ借家
〔自宅所在地〕

康
態
健
状
口良好

口病弱

病状

病歴

｛
雰
族
の
状
銅
躍
守

氏 名 生年月日 続柄 胤常･儲学年． 砿熊 そり&誰離綴軸(鵬脆則陥り帥1

次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

口他の任地を希望する。 ．

口引き続き現任地を希望する。

ロ最高裁判所に一任する。

2他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない。

□次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

ロ
ロ
●

一
一
』

一
一
■
一

一
一
一

』
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一

一

一

一
一
屯
一

一
一
一

一
【
一

3 転任希望の時期
■■■ー■■■ー■■■■■■ー■■■I■■■ー■■■■■■ーー一一一一一●

． （現任地を希望する場合も記入すること。 ）

4任地及び担当事務についての特別の希望

0

5短期海外出張について

口希望する口出張してもよい口希望しない

《

g e e

’

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所
長

◆ 凸

タ 白

裁判所長 ・ ・印

長
官 " ■

高等裁判所長官 印



(別紙様式第2－2）

雇罰「ー薊 裁．判 ,官第二カ ー ド
〔判事補用〕， 平成 年8月1日現在

○

0

0

隆鐵

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所

TEL － －

〔住宅の種別〕 口自宅ロ官舎口借家
〔自宅所在地〕

健康

状態．

口良好

口病弱

病状

病歴

妻
捧
嫁
の
状
彌
殿
寺

氏 名 生年月日 続柄 勵蕊・戯学年 鱸鮒 その臆鯛騰講測別離R淵剛訓

吹期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

□他の任地を希望する。

ロ引き続き現任地を希望する。

口最高裁判所に一任する。

2 他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

． □次の任地を希望するが固執しない。

口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

・ 第三希望地

口
●
口

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
■
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一
●

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

3 転任希望の時期 卓二壱毛一一■■■ーーーーq■■ー■■■q■■ーーー一一■■■●

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

4任地及び担当事務についての特別の希望

5 外部経験等の希望について ‘ I

希望する経験してもよい希望しない

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ー
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

０
一
一
一
一
一

口
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

事
庁
館

検
省
士
官
公

務
務
賎
政
外

訟
法
弁
行
在

ｅ

１
１
ｊ
ｌ
ｌ

ｌ
２
３
４
５

ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
(6) 法整傭支援 □ □一一4■■ｰｰ－－－ｰー'■■ー-ー 口

(7) 民間企業研修ロ ロ ロ

(8)海外留学 ロ ロ ロ

(9) その他 ロ ロ 1■■'■■ーーーー一一ー－－ｰーー 口

■ ■

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所
長

､ ■

●

4 ，

e Q ◆

裁判所長 ． ・印

長
官

● e

・ 高等裁判所長官 印



(別紙様式第2－3）

雇罰「一三薊 裁判官第二力－ ド

〔簡易裁判所判事用〕 平成 年8月1日現在

○

○

15

轟鐵

所属庁

●

□

（ 歳）
印 現
住
所

TEL － －

〔住宅の種別〕 口自宅口官舎ロ借家
〔自宅所在地〕

■ ●

健康

状態

口良好

口病弱

病状

､病歴

室
誕
庇
の
状
銅
澤
寺

氏 名 生年月日 続柄 #農'鴬学年 繊維 そり曲維雛棚鞭(鵬級淵馴融）

次期異動における任地及び担当事務についての･希望並びにその理由
9

1 任地について

□他の任地を希望する。

口引き続き現任地を希望する。

口最高裁判所に一任する。

､2他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない。
口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

ロ
●
口

一
』
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
卓
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
｛

3 ．転任希望の時期 ＝＝ 三二コ－q ■－－－－－－ーー1■■ー一一●

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

●Q

I

＝

◆

4任地及び担当事務についての特別の希望

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所

長

● ■

● ｡

、 ●
●

●

●

● ．

地方裁判所長 印

長
官

高等裁判所長官 印



（入る－20-A)
①

平成29年2月16日

高等裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局人事局任用課長板津正道

裁判官第一カード等の記載要領について（事務連絡）

裁判官第一カード，同第二カード及び同第三カード（以下「各カード」 とい

う｡）については，平成16年5月31日付け最高裁人任E第623号人事局長依

命通達「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について｣及び同年3月26日付

け人任E第422号人事局長通達「裁判官の人事評価の実施等について」により作

成していただいているところですが，記載要領を別紙第1から第3のとおり作成し

ましたので，各カードの作成の参考とするよう所属の裁判官に周知してください。

なお,地方裁判所（所管の簡易裁判所を含む｡）及び家庭裁判所に対しては，貴

職から連絡してください。

○

○

ノ
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(別紙第1）

第一カード記載要領

1 パソコン又は手書きにより作成し，押印する。手書きで作成する場合は，黒

色又は青色のインク （容易に消えないもの）を用いて槽書で記入する。

2 □を設けてある事項については,該当する□を■のように塗りつぶし,又は,

□に「し」を付す。

3 「期別」欄

判事及び判事補は，期を算用数字で記載する(60期か.ら65期までの者は，

現行又は新の区別も記載する。 ） 。

4 「旧氏名」欄

氏名の変更があった者は，変更前の氏名及び変更日を記載する。

5 「学歴」欄

（1） 中学校以上の学歴を全て記載する。

（2） 中学校及び高等学校について，国立，都道府県立，市町村立，私立等

の別を記載する。

6 「任命等」欄

（1）判事，判事補又は簡易裁判所判事に任命された日を記載する。ただし，判

事又は判事補と同時に簡易裁判所判事に任命された者は，簡易裁判所判事に

任命された日を記載する必要はない。

（2） (1)の任命前に「種別」欄記載の他の官職等にあった者は，その「任命・登

録」及び「退官・登録取消」の日を記載する。

7 「資格・検定等」欄

自動車運転免許，外国語検定等について記載する。

8写真の貼付

撮影から3か月以内の上半身写真を貼付する。

○

0

●伊
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(別紙第2）

第二カード記載要領

1使用する様式については，本官の別に対応したものを使用する（簡易裁判所

判事と兼任する者は，判事又は判事補のものを使用する。 ） 。

2パソコン又は手書きにより作成する。手書きで作成する場合は，黒色又は青

色のインク （容易に消えないもの）を用いて楕書で記入する。

3 □を設けてある事項については，該当する□を■のように塗りつぶし，

又は，□に「し」を付す。

4期の記載

判事及び判事補は，左上部の所定の欄に期を算用数字で記載する．(60期か

ら65期までの者は，現行又は新の区別も記載する。 ） 。

5作成基準日

毎年8月1日を作成基準日とし，右上部の所定の箇所に記載する｡．

6 「氏名（年齢） 」欄

記名押印し， 5の作成基準日現在の年齢を記載する。

7 「現住所」欄

現住所地及び電話番号を上段に記載する。住宅の種別のうち， 自宅は， 自己

又は家族が所有する住居をいい，官舎は，裁判所宿舎及びその他の公務員宿舎

をいい，借家は， 自宅又は官舎以外のマンション・アパート等をいう。 ‐

なお，住宅の種別が自宅以外の者で別に自宅を有するものは，その所在地を

下段に記載する。

8 「所属庁」欄

本務庁名を記載する。ただし，判事又は判事補（簡易裁判所判事と兼任する

者を含む。 ）は，判事又は判事補としての本務庁とする。

最高裁判所に勤務する者については，所属する最高裁判所事務総局の局課名

又は研修所名を記載する（裁判所調査官は，単に「最高裁判所」 と記載す

○

○
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1

る。 ） 。

9 「健康状態」欄

「良好」は，普通の健康体の者をいう。

「病弱」は，身体虚弱で無理のできない者などをいう。

10 『病状病歴」欄

治療中の病名（通院，入院の別） ，既往症のうち主なもの及び病気以外の身

体上の故障を記載する。過去のものについては，いつごろのものかも併せて記

載する。

11 「家族の状況等」欄

家族の氏名，生年月日，続柄，職業・就学年及び健康状態（程度については

9を参照して記載する。 ）を記載し，その他家族関係特記事項（別居先及び別

居の理由）の項には別居している家族の居住地及び異動に影響するような家族

の健康状態その他の人事上参考となる家族の事情を記載する。

12 「次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由j欄

（1） 「他に転任する場合の任地希望について」には，現任地での勤務を希望す

る者も記載する。

なお，任地の記載については「東京及びその近郊」のような概括的な記載

をしても差し支えない。

(2) 「転任希望の時期」には次期異動を希望する時期を記載する。 ．

なお，現任地での勤務を希望する場合も記載すること。

（3） 「任地及び担当事務についての特別の希望」には，次期異動における任地

希望の理由，次期異動又は将来における任地及び担当事務についての特別の

希望等を記載する。

（4） 「短期海外出張について」には，判事が記入するこ・ととし，短期海外出張

（外国の特定の制度調査の目的等で出張するものをいう．。）の希望の有無及

びその程度を記載する（希望しない場合もその旨を必ず記載すること。 ） 。

○

匂

◇
、
、
，
ノ
》

〆
’
１
」

1
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ノ

〆

’ 「外部経験等の希望について」には，判事補（簡易裁判所判事と兼任する

者を含む｡ )が記入することとし， 「判事補の外部経験の概要等について｣

（任用課長事務連絡）を参照の上， (1)から(9)までの項目についての希望の有

無及びその程度を記載する（希望しない場合もその旨を必ず記載するこ

と。 ） 。

なお，特段の希望がある場合，その内容を下線部分に記載する（例えば，

．｢(2)法務省」においては希望する部局名， 「(3)弁護士」においては弁護士職

務経験を希望する地域， 「(4)行政官庁」においては希望する省庁名， 「(7)民

間企業研修」においてば研修を希望する地域， 「(9)その他」においては希望

する外部経験先等） 。下線部分に記載しきれない場合，余白に記載して構わ

(5)

1

○

ない。

○

6
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(別紙第3）

・ 裁判官第三カード記載要領

1 パソコン又は手書きにより作成する。手書きで作成する場合は，黒色又は青

色のインク（容易に消えないもの）を用いて槽書で記入する。

2期の記載

｡． 判事及び判事補は，左上部の所定の欄に期を算用数字で記載する（60期か

･ ら65期までの者は，現行又は新の区別も記載する。 ） 。

3作成基準日

人事評価の基準日 (毎年8月1日）を作成基準日とし，右上部の所定の箇所

に記載する。

4 「氏名」欄

記名押印し， 3の作成基準日現在の年齢を記載する。

5 「所属庁」欄

本務庁名及び兼務庁名を記載し，兼務庁名の頭に「兼」を記載する。

職務代行（てん補）を行っている場合は，補職されている庁の庁名に加え

て，その裁判所名を「(職務代行)」 ， 「(てん補)」等と付記して記載する。

最高裁判所に勤務する者については，所属する最高裁判所事務総局の局課名

又は研修所名を記載する（裁判所調査官は，単に｢最高裁判所」 と記載す

る。 ） 。

6 「職名」欄

所長，支部長，部総括又は司掌者の発令がある場合，該当するものの□を■

のように塗りつぶし，又は，□に「し」を付す。

最高裁判所における職については，最後の□を■のように塗りつぶし，又

は，□に「し」を付して，その右にその職名を記載する。

7 「現任地勤務年月数｣欄

現在勤務している庁（出向等の外部経験の期間も含む。 ）の所在地に引き続

○

○
P

21



〃

〃

いて勤務した年月数を記載する。

「現在の担当事務・割合」欄

(1)現在担当する事務について，事務量の割合をパーセントで記載する6ただ

し，令状当番だけの担当は， 「刑事」として特に計上しない。

なお，民事の専門部又は集中部において，医療，行政，建築，商事，知的

財産，破産(倒産)，民事執行又は労働の各事件を担当している場合には，そ

の担当も記載する。

(2) 「司法行政」は，最高裁判所，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所に

おける司法行政事務をいい,支部長,部の事務を総括する者及び司法行政事務

を掌理する者の行う司法行政事務並びに(3)の職務を含まない（9において同

じ。 ） 。

(3)最高裁判所裁判所調査官については「行政調査官」等と，最高裁判所の研

修所の教官については｢司研民裁教官｣等と,それぞれ担当も含めて略記する

（9において同じ。 ） 。

(4)法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関

する法律に基づいて行う法科大学院の教授等の業務については， 「法科大学

院」 と記載した上，事務量の割合を記載する。

「現在までの担当事務とその年月数」欄

〈1） 「民事」については，民事の専門部又は集中部において医療，行政，建

築，商事，知的財産，破産(倒産)，民事執行又は労働の各事件を担当した場

合には，その担当及び期間を内訳として記載する。

(2)他省庁等に出向した経験がある場合には,その勤務先(法務省本省及び法

務局については「法務行政」 とする。 ）及び勤務期間を記載する。

(3) ．判事補海外留学又は人事院長期在外研究の経験がある場合には, ｢海外留

学」 と記載した上,､行き先（国名）及び年月数を記載する。

(4)弁護士職務経験がある場合には， 「弁護士職務」 と記載した上，経験期間

8

○

』

■
ｑ
ｑ
Ｃ

○
9
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を記載する。

（5） 4か月以上の民間企業研修の経験がある場合には，その研修先及び研修期

間を記載する。

（6） 同一期間に二以上の事務を担当した場合には，その担当事務を併記した

上，その期間を記載する。

（7）育児休業を取得した経験がある場合には， 「育休jと記載した上，その年

月数を記載する。

（8）配偶者同行休業を取得した経験がある場合には， 「配偶者同行休業」 と記

載した上，その年月数を記載する。

（9）合計年月数には，現在までの担当事務とその年月数を記載する。この年月

数は，作成基準日までの勤務年月数と一致する。

10 「単独訴訟事件を扱っていた期間」欄 ・

作成基準日までの勤務期間のうち，裁判官として単独訴訟事件を扱っていた

､期間を民事，刑事別に記載する。民事には人事訴訟を含む。民事及び刑事の単

独訴訟事件を扱っていた期間が重なる期間は，その期間をそれぞれに加算す

○ 『

る。

○
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0

（入る－20-B)

平成29年4月7日

高等裁判所事務局長殿
0

最高裁判所事務総局人事局任用課長板津正道

判事補の外部経験の概要等について（事務連絡）

. ･標記の概要等は別紙のとおりですので，判事補に回覧するなどして，平成16年

5月31日付け最高裁人任E第623号人事局長依命通達「裁判官に関する人事事

務の資料の作成等について」記第2に定める裁判官第二カードの作成の参考とする

よう周知してください。

なお,､地方裁判所及び家庭裁判所に対しては，貴職からこの内容を周知じてくだ

○

さい。

○

、
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(別紙）

． 判事補の外部経験の概要

(第二カード「外部経験等の希望について」欄の各外部経験先コースに対応）

1 訟務検事

（1）職務内容 訟務事務

（2）勤務場所 法務省訟務局又は高裁所在地の各法務局訟務部

（3）期 問 原則として2年（訟務局は2年又は3年）

（4）身 分 検事 ．

（5）平成30年度の予定数 10名程度○
0

2法務省

（1）職務内容 法務行政事務（裁判官としての法律知識, ‘経験を

活用して行政事務を行う。 ）

法務省（民事局，刑事局，人権擁護局，司法法制

部，法務総合研究所（研修部，国際連合研修協力

部，国際協力部） ）

(2)勤務場所

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す（他に，上記1の

舩務部門がある。 ） 。 ．○

原則として2年（民事局，刑事局，司法法制部及

び国際連合研修協力部は3年）

検事

10名程度

(3)期 間

(4)身 分

(5) ．平成30年度の予定数

3弁護士

（1） ．職務内容

（2）勤務場所

弁護士職務
●

東京（横浜， さいたま，千葉を含む。 ） ，大阪

ダ
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（京都，神戸を含む。 ） ，名古屋，福岡，札幌の法

律事務所

＊現在弁賎士職務経験を行っている地域を示す。今後，変更され

る可能性がある。

原則として2年

裁判所事務官（弁護士職務従事職員） ・弁護士

10名程度（65期以下の者を対象とする。 ）

第二カードで応募の意向を示した者のうち，対象

時期にある者に，改めて受け入れ予定事務所の情報

を提供し，希望の有無，希望の地区，希望の事務所

などを聴取する予定

１
１
１
１

３
４
５
６

１
１
１
１

期 間

身 分 ．

平成30年度の予定数

その他

○
1

4行政官庁

（1）行政官庁研修

行政事務（主として，裁判事務とは直接関連しな

い行政事務を行う。 ）

内閣官房（内閣官房副長官補付） ，金融庁（総務

企画局，検査局） ，総務省（自治行政局，総合通信

基盤局） ，外務省（総合外交政策局，北米局，国際

法局，領事局） ，財務省（国際局） ，厚生労働省

（労働基準局） ，農林水産省（食料産業局） ，経済

産業省（経済産業政策局, ､通商政策局） ，国士交通

省（鉄道局）

①職務内容

②勤務場所

○

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す。今後，変更され

る可能性がある。

＊平成30年度に派遣予定の省庁は，内閣官房，金融庁，総務

26



、

省，外務省,財務省，経済産業省である。

③期 間 原則として2年

④身 分 検事（当該行政官庁の事務官）

⑤平成30年度の予定数数名程度

⑥その他 経験前に短期間．事前研修の趣旨で，最高裁判所

事務総局に配置されることがある。

(2)公正取引委員会，金融庁，証券取引等監視委員会，行政不服審査会，公害等

調整委員会，国税不服審判所，文部科学省，中央労働委員会

．①職務内容 行政事務（準司法的事務を含む。 ） （裁判官どし

ての法律知識，経験を活用して事務を行う。 ）

②勤務場所 公正取引委員会事務総局，金融庁，証券取引等監

視委員会事務局，行政不服審査会事務局，公害等調

整委員会事務局，国税不服審判所（関東信越東

京，名古屋，大阪） ，文部科学省研究開発局（原子

力損害賠償紛争和解仲介室） ，中央労働委員会事務

局

○

○ ＊現在派遣を行っている官庁，部局を示す。今後，変更される可

台

能性がある。

③期 間 原則として2年

④身． 分 検事（当該行政官庁等の審判官，審査官，特別専

門官又は事務官）

⑤平成30年度の予定数数名程度

、

5在外公館

（1）職務内容 在外公館における外交事務又は領事事務
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I

在外公館（在中華人民共和国日本国大使館，在ア

メリカ合衆国日本国大使館，在カナダ日本国大使

館，在ストラスブール日本国総領事館国際連合日

本政府代表部，在ジュネーブ国際機関日本政府代表

部）

原則として約2年

． ､外務事務官（一等若しくは二等書記官又は領事）

＊判事任命資格に算入されない。

＊現在派遣を行っている在外公館を示す。今後変更される可龍性

がある。 ．

、若干名

平成30年秋に，外務省研修所において約4か月

間，赴任前研修に参加（判事補身分） 。その後，派

遣までの間は，東京又は周辺の裁判所において勤務

する。なお,派遣前に短期間，事前研修の趣旨で，

最高裁判所事務総局に配置されることがある。

(2)勤務場所0

(3)期
J

(4)身

間
分

○

1年度の予定数(5)平成31

(6) その他

○ 6法整備支援

（1）職務内容

●

海外における法整備支援（裁判官としての法律知

識，経験を活用して法整備支援を行う。 ）

東南アジア諸国（ベトナム（ハノイ） ，カンボジ

ア（プノンペン） ，インドネシア（ジャカルタ） ）

(2)勤務場所

＊今後変更される可龍性がある。

1年又は2年

検事(国際機関等に派遣さ沁る一般職の国家公務
員の処遇等に関する法律による派遣職員たる検事）

(3)期

(4)身

間
分

B

I
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・独立行政法人国際協力機構(JICA)長期専門

家

若干名

派遣前に研修に参加（判事補身分） 。なお，派遣

先に1年間勤務し，帰国後, ・法務省に1年間勤務す

る可能性もある。

(5)平成30年度の予定数

(6) その他

7民間企業研修

（1） 民間企業研修

①職務内容 民間企業における業務

②勤務場所 、 東京，大阪，名古屋，福岡地区所在の民間企業

③期 間 1年

④身 分 ． 判事補

⑤平成30年度の予定数10名程度

（2） 日本銀行研修

①職務内容 日本銀行における業務

②勤務場所 日本銀行（東京）

③期 間 1年

．④身 分 判事補

⑤平成30年度の予定数1名程度

（3） シンクタンク等における研修

①職務内容 シンクタンク等における企画・研究業務

②勤務場所 一般社団法人日本経済団体連合会21世紀政策研

究所（東京）

③期 間 原則として1年

④身 分 、判事補

○

○

、
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⑤平成30年度の予定数1名程度
､

8海外留学

（1）職務内容

（2）勤務場所

海外の大学又は裁判所等における在外研究

アメリカ，イギリス，カナダ，オーストラリア，

フランス， ドイツ，ベルギーの各国

1年又は2年

判事補

40名程度

別途公募を行う。

(3)

(4)

(5)

(6)

卵
の

期
身
平
・
そ

間

分

1年度の予定数

他

○

9 その他

（1）立法機関

①職務内容

②勤務場所

③期 間

④身 分

⑤平成30⑤平成30年

立法機関における事務

衆議院法制局

原則として2年

衆議院法制局参事

1名程度

経験前に短期間，事前研修の趣旨で，最高裁判所

事務総局に配置されることがある。

○ 度の予定数

⑥その他

(2)預金保険機構

①職務内容 預金保険機構における業務（裁判官としての法律

知識，経験を活用して事務を行う。 ）

預金保険機構（東京）

原則として2年

預金保険機構職員

②勤務場所

③期 間

④身； 分
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碗

＊判事任命資格に算入されない。

川
⑤平成30年度の予定数若干名

口○
l
i

l

｜
｜

I

○

『

､

0

、

’

｜
’

口
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0

外部経験から復帰後の異動の方針について

1 前任地から引き続き地域的異動を伴わずに外部経験をする場合

当該地の異動条件により異動

2地域的異動を伴って外部経験をする場合

（1） 民間企業研修又はシンクタンク等における研修

1年間の研修後，異動後の配属庁において残りの任期を勤務

（2）上記以外の外部経験

外部経験後，希望すれば，引き続き同一地域の裁判所で2年間勤務可能

同一地域を希望しない場合は，当該地の異動条件により異動

3外部経験先コース，地域が希望外となった場合

復帰後の異動について上記よりも有利に取り扱うことがある。ただし，外部経

験としての海外留学をした後，語学力を必要とする行政官庁や在外公館等での外

部経験をする場合は， この限りでない。

○

、

※勤務地別の異動条件（当面，外部経験の実施が予定されている地のうち，異

動条件の付されているもの）

東京，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，名古屋，広島，福岡（い

ずれも「最高裁指定庁」 ）

※留学は地域的異動を伴わないものとして扱う。ただし，留学からの帰国後

は，従前の異動条件にかかわらず， 「最高裁指定庁」の異動条件が付されたも

のとして扱う。

※在外公館，法整備支援の海外勤務は派遣地を「東京」 とみなす。

※同一地域には各管内支部を含み（仙台は古川支部，札幌は小樽支部及び岩見

沢支部に限る。 ） ， 「東京・横浜・さいたま・千葉」又は「大阪･･京都・神

戸」はそれぞれ同一地域とみなす。 ；

0
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I

１

最高裁人任第2824号

（入る－15）

平成29年11月21日

、

高等裁判所長官
〆 0

地方裁判 ．所長

家庭裁判所長

最高裁判所事務総局局課長
司法． 研修．所長

裁判所職員総合研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿

○ 0

最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉

判事補海外留学研究員の選考について（通知）

標記の選考を別紙の要領により行うこととなりましたから，所ノ

させるとともに，応募者に別紙様式による応募者調書を提出させ，

所属の判事補に周知

せ， これを平成29

年12月26日 （火）までに， また,外部機関実施の語学試験の試験結果成績表の

写しを平成30年2月27日 （火）までに（追完又は追加提出があった場合は，受

領後速やかに）それぞれ送付してください。

なお，応募者調書を提出した判事補が異動した場合には，速やかに異動後の所属

庁の長（異動後の所属庁が最高裁判所の場合は，人事局長）へ応募者調書の写しを

送付してください。

○
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(別紙）

判事補海外留学研究員選考要領 ． ，

募集人員，研究内容等

募集人員

40人程度，

派遣先及び研究内容．

(1)最高裁判所が直接実施する留学制度（以下「裁判所の留学制度」という。 ）

ア大学等への派遣

（ｱ）近年の主な派遣先 ‘

イリノイ大学（米国・イリノイ州シャンペーン）

ヴァンダーピルト大学（米国・テネシー州ナッシュピル）

・カリフォルニア大学デービス校（米国・カリフォルニア州デーピス）

ジョージタウン大学（米国・ワシントンD. C、 ）

ジョージワシントン大学（米国・ワシントンD. C. )

スタンフォード大学（米国・カリフォルニア州スタンフォード）

デューク大学（米国・ノースカロライナ州ダーラム）

ノートルデイム大学（米国・インディアナ州サウスベンド）

ワシントン大学（米国・ワシントン州シアトル）

ワシントン大学セントルイス校（米国・ミズーリ州セントルイス)・

ウォリック大学（英国（イングランド） ・ウォリックシャ－州コヴェ

ント･リー）

カーディフ大学（英国（ウェールズ） ・カーディフ）

レスター大学（英国（イングランド） ・レスターシャー州レスター) ，

トロント大学（カナダ・オンタリオ州トロント）

・ブリティッシュコロンビア大学（カナダ・ブリティッシュコロンビア．

第1

1

2

○

○

州バンクーバー）
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メルボルン大学（オーストラリア・ビクトリア州メルボルン）

シドニー大学（オースト.ラ･リア・ニューサウスウェールズ州シドニー）

ミュンヘン知的財産法センター（ドイツ・バイエルン州ミュンヘン

（ただし，英語による受験者を派遣） ）

ルーヴェン大学（ベルギー・フレミッシューブラバンﾄ州ルーヴェ

ン（ただし，英語による受験者を派遣） ）

側派遣期間

平成31年7月頃から平成32年6月頃までの1年間（ミュンヘン知

的財産法センターの場合は，平成31年9月頃から平成32年8月頃ま

での1年間）

(ｳ）研究内容

研究員は， 1年間の派遣期間中，特定の研究テーマにつき大学等にお

いて大学院修士課程に相当する研究を行うとともに（ミュンヘン知的財

産法センターにおいては修士号を取得することも可能である。 ） ，裁判

○

所等において司法運営の実際の調査及び研究をする。

イ裁判所への派遣

（ｱ）近年の主な派遣先

米国の次の裁判所等 、

ニュージャージー州トレントン

ミシガン州デトロイト

ジョージア州アトランタ

アリゾナ州フェニックス

ヴァージニア州ウィリアムズバーグ

英国の裁判所

ドイツの裁判所

フランスの裁判所

○

《
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ｰ

（ｲ）派遣期間

平成31年7月頃から平成32年6月頃までの1年間

（切研究内容

研究員は, 1j年間の派遣期間中，裁判所等において司法運営の実際の

調査及び研究をする（派遣先によっては，大学における研究も併せて行

うことが可能である。 ） 。

(2)人事院の行政官長期在外研究員制度による留学制度（以下「人事院の留学

QQ

制度」 という。 ）

ア派遣先

派遣予定者各人が希望する，米国, ･英国，カナダ，オーストラリア， ド

イツ及びフランスの大学院等のうち，受入れの通知があった大学院等

イ派遣期間

平成32年7月頃から平成34年6月頃までの2年間（英国及びドイツ

の場合は，平成32年8月頃から平成34年7月頃までの2年間）

ウ研究内容．

研究員は， 2年間の派遣期間中，特定の研究テーマにつき大学院等にお

．いて研究を行い，修士号を取得するとともに，裁判所等において司法運営

の実際の調査及び研究をする。

エ本選考に合格したのち，人事院の行う選抜審査に合格する必要がある。

研究の費用等

渡航のための往復旅費，相当額の滞在費及び授業料等は卿最高裁判所から支

される（本留学制度には，国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成

○

。

○

3

給される（本留学制度には，国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成

18年法律第70号)2条2項に規定する留学に該当するものが含まれる。）。

4留学帰国後の異動方針等

留学からの帰国後は，従前の異動条件にかかわらず， 「最高裁指定庁」の異

動条件が付されたものとして扱われる。また，できる限り全ての判事補が2年
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0

程度の外部経験をすることが望ましいことから，留学をした場合であっても，

別コースの外部経験に積極的に取り組むことが期待される。特に，語学力を必

要とする行政官庁や在外公館等での外部経験が推奨される。

第2応募資格 。

1 裁判所の留学制度による派遣

平成22年8月から平成27年ユ'2月までの間に司法修習生の修習を終了し

た判事補(ただし,任官後に海外留学の経験を有する者及び派遣により事務に

支障の生ずる者を除く。 ）

2人事院の留学制度による派遣

平成28年12月に司法修習生の修習を終了.した判事補（ただし，派遣によ

り事務に支障の生ずる者を除く。 ）

第3応募方法．

応募しようとする者は，別紙様式による応募者調書を平成29年12月12

日 （火） .までに所属庁の長に提出する。

なお，既に受験済みの第4の2の(1)の語学試験の試験結果成績表がある場合

は，併せて提出する。

第4選考方法

1 選考基準

． 本留学制度の趣旨等に鑑み，語学力を始め，平素の執務状況並びに応募者か

ら提出された研究テーマ及び小論文の内容を選考の資料とした上,海外での生

活経験を有しない判事補にできるだけその機会を付与するなどの観点も総合的

に考慮して，選考する。

選考は，書面による第1次選考を行い， これに合格した者に対して面接を実

施し，留学後の勤務継続意思の確認等を経た上で最終的な合格判定を行うもの

とする。

2選考資料の提出

○

○
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I

. (1)語学試験の試験結果成績表

応募者は，派遣を希望する国（複数選択可）の公用語（英語，仏語及び独

語に限る。 ）について，次の外部機関が実施した語学試験（平成24年3月

1日以降に実施されたものに限る。 ）の試験結果成績表原本を，平成30年

2月16日 （金）までに所属庁の長に提出する（受付事務担当者は，提出さ

れた試験結果成績表の写しを作成し，試験結果成績表原本は応募者に返還す

る。 ） 。ただし，外部機関の試験日程等の関係でやむを得ない場合には，平

成30年3月22日 （木）まで追完を認めるほか，語学力向上の観点から，

先に提出したものに加えて，同日まで追加提出することも差し支えない。

なお，応募者調書に試験結果成績表を添付した者は，改めて試験結果成績

表を提出する必要はないが，複数の試験結果成績表の提出を妨げるものでは

ない。

おって，英語圏（ミュンヘン知的財産法センターを含む。 ）への派遣の場

合，本選考に合格した後，人事院又は各派遣先に対し,TOEFL又はIE

LTSの一定点数以上の成績を提出することが必要となることがあるので，

語学試験の選択に当たり参考とされたい。

ア英語

TOEFL

TOEIC

IELTS

イ独語

欧州語学力評価基準がB1以上のゲーテ・ﾝインスティトウートの検定試

験

独検（ドイツ語技能検定試験） 4級以上

ウ仏語

‘ 仏検（実用フランス語技能検定） 3級以上

○

○
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TEF(パリ商工会議所フランス語能力認定試験）

（2）応募者は， ､小論文（日本語）を作成し，平成30年2月21日 （水）まで

に提出する（テーマ，様式等については応募者に対して別途通知する。 ） 。

3選考結果の通知

・第1次選考に合格した者に対し，平成30年9月上旬頃までに，その旨を通

知する予定である。

なお，その後の事情により，若干名の追加合格が通知される場合がある。

4その他

（'） 昨年度募集の裁判所の留学制度の派遣に応募し,その合否が未確定の者も，

第2の応募資格を有していれば応募可能であるので,応募を希望する場合は，

改めて第3の応募方法に従って応募者調書等を提出する。

なお，昨年度募集の人事院の留学制度の派遣に応募し，選考の結果，平成

30年に行われる人事院の選抜審査の受験指名を受けた者は，今年度募集の

裁判所の留学制度の派遣にも応募したものと取り扱うので，応募者調書，選

考資料の提出は不要で．ある（今年度の応募を希望しない場合は，その旨を所

属庁の長に申し出る。 ） 。

（2）応募者調書を提出した後に応募を取りやめる場合は，その旨を速やかに所

属庁の長に申し出る。

○

○

40



(別紙様式）

： 半u事補7毎夕卜留学研二究員遇塁考"芯募者笥司書
平成29年12月1日現在 ．

○

○

41

1氏名（ふり紘）

(第 期現行・新）
2生年月日 ．

昭和 年 月 日 （ 歳）

3性別

口男口女

4現住所
G ●

5所属の裁判所及び部 6主たる 口民事口刑事口家事
担当事務口少年口司法行政

所歴

月
月
月
月

年
年
年
年
。

職
軸
嗽
軸

一
一
一
一
・

月
月
月
月

年
年
年
年

綱
鰄
輪
軸
軸

勤務7

8学歴（学校名，学部，コース，専攻科，卒業年月）
○大学

○大学院 （
履修外国語
ロ英ロ独ロ仏
□その他 （ ）

）
9希望派遣国(複数の場合希望順位を記入） ‐

10語学試験の選択言語（複数記載可） ※既に受験済の語学試験結果があれば添付も
（ 語） （ 語） （ 語）

11家族状況 口独身口既婚（配偶者の職業 ． ）
・ 子の年齢.（ ）

12留学の際の同伴者 ● ◆

13蜜格，免許，特技

14 趣味 ' し好 ．

15外国生活の経験
b e

16判事補海外留学研究員選考応募歴の有無 口有（ 年度） U熱 。

17著書，論文等

18既往症の有無 口有（病名 ． 。 ・ 年ころ) u"

19現在の健康状態 ．●

20応募動機＆研究したいテーマ ●

■ ■

■ 0
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O.裁判官の人事評価に関する規則

（･平成16年1月7日最高裁判所規則第1号）

（人事評価の実施）

第一条裁判官の公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的な向上

に資するために、判事、判事補及び簡易裁判所判事について、人･事評価を毎年行
ｰ

ワ。

（評価権者等） ．

第二条人事評価は、判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が、簡易

裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の

長が、それぞれ行う。

2地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については、その地方裁判所

又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が、調整及び補充を行う。

3 地方裁判所又は家庭裁判所の長について人事評価を行う場合その他裁判官が担

当する職務に照らして第一項又は前項の方法によることが適当でない特別の事由

がある場合は、最高裁判所が別に定めるところにより人事評価を行う。

（評価の基準等）

第三条人事評価は、事件処理能力、部等を適切に運営する能力並びに裁判官とし

て職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の評価項目について行う。

2 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角

・的な情報の把握に努めなければならない。 この場合において、裁判所外部からの
｡ ､

情報についても配慮するものとする。

3 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官から担当した職務の状況に関して書面

の提出を受けるとともに、裁判官と面談する。

（評価害の開示）

第四条評価権者は、裁判官から申出があったときは、その人事評価を記載した書

面（次条において「評価書」 という。 ）を開示する。

（不服がある場合の手続）

第五条裁判官は、その評価書の記載内容について、評価権者に対して、不服を申

し出ることができる。

○

○
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2 前項の申出があった場合において、評価権者ば、必要な調査をし、その結果に

基づき、その申出に理由があると認めるときは、評価書の記載内容を修正し、そ

の申出に理由がないと認めるときは.、その旨を評価書に記載する。

3．第二条第二項に規定する高等裁判所長官は、評価権者が行った前項の修正又は

記載について、調整及び補充を行う。

4 評価権者は､･第二項の修正後の評価書（高等裁判所長官が前項の手続により調

整又は補充を行った場合にはその調整又は補充を行った評価書）の記載内容又は

第一項の申出に理由がないと認める旨を、第二項の手続の終了後（高等裁判所長

官が前項の手続を行った場合にはその終了後）に第一項の申出をした裁判官に通

知する。

（実施の細則）

第六条この規則の実施に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

、

○

附則
q

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(原文は縦書き）

○
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◆

最高裁人任E第421号

（人い－1）

平成16年3月2．6日

高等裁判所長官

地方裁判所．長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

○

最高裁判所事務総長竹崎博允

・裁判官の人事評価に関する規則の運用について（依命通達）

裁判官の人事評価に関する規則（平成16年最高裁判所規則第1号。以下「規則」

という。 ）の運用については，下記のとおり定めましたから，これによってくださ

』

い。

○ なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 人事評価の実施’

1 人事評価の基準日，評価期間等

人事評価は，毎年1回， 8月1日を基準日とし，前年の基準日から基準日の

前日までの期間を対象として行う。

2評価対象裁判官

人事評価は， ’の基準日に在職する判事,判事補及び簡易裁判所判事を対象

0

として行う。
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評価権者 ・

）簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補の人事評価については,判

事又は判事補の評価権者が行う。

）複数の裁判所に補職されている裁判官の人事評価については，本務庁（簡

易裁判所である場合は，その所在地を管轄する地方裁判所）の長を評価権者

とする。ただし，評価対象裁判官が主として兼務庁において職務を行ってい

る場合であって，人事評価を適正に行う上で必要があるときは，本務庁の長

及び兼務庁の長の協議により，兼務庁の長を評価権者とすることができる｡．

）規則第2条第3項の規定により定める評価権者は，次のとおりとする。

ア地方裁判所長又は家庭裁判所長の人事評価については，その所属する裁

判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官を評価権者とする。

イ補職されている裁判所（以下「補職庁」とﾙ､う。 ） と異なる裁判所の裁

判官の職務を行う裁判官の人事評価については，補職庁の長（複数の裁判

所に補職されている裁判官については， (2)による評価権者）を評価権者と

する。ただし，評価対象裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官

の職務を行っている場合であって，人事評価を適正に行う上で必要がある

ときには, '補職庁の長及び職務代行を命じられている裁判所（以下「職務

代行庁」 という。 ）の長の協議により，職務代行庁の長を評価権者とする

ことができる。

ウ最高裁判所事務総局の事務次長，審議官又は局課長の人事評価について

、は，最高裁判所事務総長を評価権者とする。

エ最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官（局課長を除く。 ）の人

事評価については，その勤務する局課の局課長を評価権者とする。

オ最高裁判所の裁判所調査官（首席調査官を除く。 ）の人事評価について

は，最高裁判所首席調査官を評価権者とする。

力最高裁判所の研修所に勤務する裁判官（研修所長を除く。 ）の人事評価

3

(1)

(2)

○ (3)

○

ー
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については，その勤務する研修所の所長を評価権者とする。

4裁判所外部からの情報の把握

裁判所外部からの裁判官の人事評価に関する情報については，その裁判官が

所属する裁判所（簡易裁判所である場合は，その所在地を管轄する地方裁判所

）の総務課において受け付ける。この場合においては，情報の的確性を検証で

きるようにするという観点から，原則として，当該情報を提供した者の氏名及

び連絡先を記載した書面であって具体的な根拠となる事実を記載したものによ

って，情報の提供を受けるものとする。

5規則第3条第3項の書面の提出期限

評価権者は，毎年，規則第3条第3項の書面の提出期限を定める。

6人事評価のための面談

評価権者は，規則第4条の人事評価を記載した書面（以下「評価書」という

。 ）の作成に先立って，評価対象裁判官と規則第3条第3項に定める面談を行

う。ただし，評価権者は，評価対象裁判官の人数等の事情に照らし自ら面談を

行うことが困難な場合には，人事局長が定めるところにより， この面談を，下

級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)第22条第1項

に定める高等裁判所長官，地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の司法行政事務

を代理する者，同規則第3条第’項の規定により支部長を命じられた裁判官又

}ま裁判所法第37条の規定によ’り簡易裁判所の司法行政事務を掌理する者に指

名された裁判官に代行させることができる。

7評価書の作成方法・

評価権者は，規則第3条第’項に定める評価項目について，別紙に掲げる評

価の視点を踏まえ，文章式で記載する方法により評価書を作成する。

2評価書の開示

1 開示の申出期間

評価権者は，毎年，その年に作成された評価書について’週間の開示の申出

○

○

第2
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期間を定める。

2開示の方法

1の期間内に，評価対象裁判官から口頭又は書面を提出する方法により評価

書の開示の申出があったときは，評価権者は，評価書（規則第2条第2項の高

等裁判所の長官による調整及び補充が行われる場合には，その調整及び補充後

のもの）の写しを交付する方法により，開示する。

3不服のある場合の手続

’ 不服の申出の方法

規則第5条第1項に定める不服の申.出は,､評価書を開示した日から1週間以

内に，その理由を具体的に記載した書面を提出する方法により行う。

2調査

1の不服の申出があった場合には，評価権者は，不服を申し出た裁判官に必

要な説明を求め，その他の者に対して説明その他の必要な協力を依頼し，又は

必要な調査を行うものとする。

3評価書の記載内容の修正等及び通知

（'）評価権者は， 2の調査の結果，不服の申出に理由があると認める場合は評

価書に付記する方法により評価書の記載内容琴修正し，不服の申出に理由が

ないと認める場合はその旨を評価書に付記する。

（2）規則第2条第2項の高等裁判所の長官は,． (1)により付記がさ邪た評価書に

付記する方法により調整及び補充をする。

(3)．規則第5条第4項の通知は， (1)又は(2)によ‘り付記がされた評価書の写しを

不服を申し出た裁判官に交付する方法により行う。

4．評価書等の保管等

評ｲ而雲その仙人事評価に関する書面の保管等については,人事局長が定める。

第3

○

0

○

◆

第4．評価書等の保管等

評価書その他人事評価に関まる書面の保管等については,人事局長が定める。

第5その他

この通達に定めるもののほか，裁判官の人事評価の運用に関し必要な事項は，
1
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I

人事局長が定める。

付記

1 この通達は，平成16年4月1日から実施する。

2平成16年8月1日を基準日として行う人事評価の評価期間は，平成15年8

i

、

月1日から平成16年7月31日までとする。
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(別紙）

評価項目及び評価の視点

1事件を適切に処理するのに必要な資質・能力（事件処理能力）

○法律知識，法的判断に必要な資質･能力（法的判断能力） ．

・ 法律知識の正確性．十分性

・ 法的問題についての理解力・分析力・整理力・応用力

・ 証拠を適切に評価する能力 ’

・ 法的判断を適切に表現する能力

・ 合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力など

○裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質・能力（手続運営能力）

6 法廷等における弁論等の指揮能力 ．

・ 当事者との意思疎通能力

・ 担当事件全般を円滑に進行させる能力など

○

2部等を適切に運営するのに必要な資質・能力（組織運営能力）

・ 部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力

・ 職員に対する指導能力

・ 職員．.裁判官等に適切に対応する能力など

○
3裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力（一般的資質・能力）

．○識見

。 幅広い教養に支えられた視野の広さ

6 人間性に対する洞察力

・ 社会事象に対する理解力など

○人物・性格

廉直さ，公平さ，寛容さ，勤勉さ，忍耐力， 自制心,決断力，慎重さ, i

さ，思考の柔軟性，独立の気概，精神的勇気，責任感，協調性，積極性

など

慎重さ，注意深
0

積極性
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＄

最高裁人任E第422号

（人い－1）

平成16年3月26日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

○

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏．充

裁判官の人事評価の実施等について（通達）

6年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達｢裁判官の

に関する規則の運用について」 （以下「総長依命通達」 という。）記第1

平成1

人事評価に関する規則の運用について」 （以下I総長依命通達」 という。）記第1

の6及び記第5の定めに基づき，標記の実施等について下記のとおり定めましたか

ら， これによってください。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 人事評価の実施

1評価対象裁判官への評価権者に関する通知

総長依命通達記第1の3の(2)のただし書又は同(3)のイのただし書の定めによ

り評価権者を定めた場合には， 当該評価権者は，その旨を評価対象裁判官に通

知する。

2評価情報の把握

0
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(1)評価期間の途中で評価権者又は評価対象裁判官に異動があった場合におい

て必要があるときは，評価権者は，前任の評価権者又は評価対象裁判官の異

動前の評価権者から情報を得るもの･とする。ただし，その評価権者が裁判所

に在職していない場合は， この限りでない。

(2)評価権者は，必要に応じて，評価対象裁判官が補職されている裁判所の長

．又は総長依命通達記第1の3の(3)のイの職務代行庁の長から情報を得るもの

とする。

3裁判官第三カード

（1）総長依命通達記第1の5の書面（以下「裁判官第三カード」という｡）は，

別紙様式第1による｡

（2）評価権者は，裁判官第三カードの提出期限を評価対象裁判官に通知する。 ．

（3）評価権者は，裁判官第三カードが提出された後評価害を作成するまでに評

価対象裁判官が異動Iした場合には，同人が作成した裁判官第三カードを速や

かに異動後の評価権者に送付する。

(4)裁判官第三ｶｰドは， 5の(2)から(4)までの定めにより評価書を提出する際

に，評価書と共に提出する。

4人事評価のための面談の代行

評価権者は，総長依命通達記第1の6のただし書きの定めにより面談を代行

させる必要があると認める場合には，あらかじめ人事局長と協議する。

5評価書の作成及び提出

（1）総長依命通達記第1の7の評価書は，別紙様式第2により作成する。

（2） 地方裁判所長及び家庭裁判所長は，その作成した評価書を，裁判官の人事

評価に関する規則(平成’6年最高裁判所規則第'号｡以下｢規則｣という｡）

第2条第2項の高等裁判所の長官に対し，その定める日までに提出する。

（3） 高等裁判所長官は，その作成した評価書並びに地方裁判所長及び家庭裁判

所長から提出された評価害(規則第2条第2項の調整及び補充後のもの）を,

○

○
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人事局長に対し，その定める日までに提出する。規則第2条第2項の調整及

び補充後の評価書については，その写.しを評価権者に送付する。

（4）最高裁判所の事務総局局課長，首席調査官及び研修所長は,作成した評価

書を，人事局長に対し，その定める日までに提出する。

（5）規則第5条第1項に定める不服の申出があった場合は， (3)及び(4)の評価書

の提出は，同条第4項の通知後速やかに行･う°

第2評価書の開示手続

1 開示の申出

評価書の開示の申出は，評価権者の所属する裁判所の人事課長（人事課長の

置かれていない裁判所及び最高裁判所の研修所にあっては総務課長,研修所を

除く最高裁判所にあっては人事局任用課長）が口頭又は別紙様式第3による評

価書の開示申出書により受け付ける。

2 開示の申出の期間の通知

評価権者は，毎年，開示の申出の期間を評価対象裁判官に通知する。

3． 開示の記録

評価書を開示した場合には，開示した日を適宜の方法により記録する。

第3不服がある場合の手続

1 不服の申出

規則第5条第1項に定める不服の申出は，別紙様式第4による不服申出書を

第2の1に定める人事課長に提出して行う。

2評価権者が地方裁判所長又は家庭裁判所長である場合の取扱い

（1）評価権者は，規則第2条第2項の高等裁判所の長官から評価書の送付を受

け，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価書に付記した上，不服申出書

と共に規則第2条第2項の高等裁判所の長官に提出する。

（2） (1)の高等裁判所の長官は，総長依命通達記第3の3の(2)に従って評価書に

付記じた上，不服申出書と共に人事局長あてに提出する。

0

○

○
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（3） (2)の高等裁判所の長官は， (2)の付記をした評価書の写しを評価権者に送付

し，評価権者は， これを不服を申し出た裁判官に交付する。

3評価権者が地方裁判所長及び家庭裁判所長以外の者である場合の取扱い

（1） 評価権者は，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価害に付記した上，

， 不服申出書と共に人事局長あてに提出する。

（2）評価権者は， (1)の付記をした評価書の写しを不服を申し出た裁判官に交付
』

する。

付記

この通達は，平成16年4月1日から実施する。○

○

、

、
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(別紙様式第1）

画「~薊1
裁判官第 カー ド

一
一
一

、

平成 年 月 日現在

○

○

U石●

氏名

(年齢）
（ 歳）

③
所
属
庁

「 、

◆ 印

職名 口所長口支部長口部総括ロ司掌者□

現任地勤務年月数 年 月 （現所属庁勤務年月数 年 月）

現在の担当

事務・割合

民 事（ ％）

（専門部等 ）

刑 事（ ％）

家 事（ ％）

少 年（ ％）

司法行政（ ％） .

ｊ
ｊ
ｊ

％
％
％

く
く
く

現在までの

担当事務等

とその年月

数

民 事 年 月

内訳（執行） 年 月

（ ） 年 月

（ ） 年 月

刑 ・事 年 月

家 事 年 月

少 年

司法行政
年
年
年
年
年
年

月
月
月
月
月
月

月
月
月
月

年
年
年
年

合計 年 月

単独訴訟事件を扱っていた期間 民事 年 月 刑事 年 月

自己の職務に関する客観的な事実及びそれに関連する状況，それらに対する所感等

● 0

● ､

● e

b e

､ ●



一

(別紙様式第2）

雁罰
評価書（平成○○年）

■■－－－－ーー■■ー‐ー■■‐－－－－ｰ■■ーｰ‐一一‐■■一一一ーｰー■■■■■■ーl■■ーーｰｰ~‐ｰ■■一一■■■■ー■■ーｰ－－－■■‐一一一■■＝ーー菌一一一一回ーー■■■■一戸一一

［評価対象裁判官氏名］ ・ 昭和○○年○○月○○日生

[評価対象裁判官の所属裁判所］ ［評価対象裁判官の官名］○○期

－■■■■－－－－－－－－‘■， !■D－－‘-■■－，■、－－－－－■■－－－－－－－－－ｨ■D－－－－－－－－一一■■－■■－－－－－ｰ一一■■ーーー■■ーーーーPｰｰ一一■■■■一一■■一一一ー

○

○

平成○○年○月○日

［評価権者職名]． [評価権者氏名]． 印

ーー－ｰｰ‐ーー■■ロー一ｰー一一ｰｰ‐ｰｰｰ■ーｰ一ｰ－－－1■■一一ーーｰ‐ｰー■■■■ーー＝ーーー再一一一一一一一■■ー■■■■ー■■‐鐸＝■■■■一■■ーｰーーｰ－－－■■ｰー

ソ

平成○○年○月○日

○○高等裁判所長官○○○○印
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(別紙様式第3）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[申出者の所属裁判所及び官名］

[申出者の記名押印］

○ 評価書の開示申出書

私に係る本年度の評価書の開示を申し出ます。

○

56
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(別紙様式第4）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[不服申出者の所属裁判所及び官名］

[不服申出者の記名押印］● Q

○ 不服申出書

私に係る本年度の評価書の記載内容について,下記のとおり不服がありますので，
8

申し出ます。

記
、

(不服の理由）

$

○
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裁判官の人事評価制度の概要
１

、
ノ
、
型

宮の能力の主体的な向上に資するだめに，判事，

評価権者

①所属裁判所の長 ．
②地家裁所長の行った人事評価については， 高裁長官が調整及び補充

旬

評価の基準等評価の基準等 1 ・

○事件処理の能力，部等を適切に運営する能力，裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・
能力の評価項目について実施
○各評価項目について，評価する際の視点を通達で明確化し，それを踏まえ，文章式で記述する方
法を基本

｢－~具緬な手続 ）○
一

1
裁判官の独立に配慮しつつ，多面的，多角的に傭報を把握
裁判所外部からの情報についても配慮
裁判所外部からの情報の取扱い
①､窓口は総務課 ．
②原則として氏名，連絡先及び具俸的な根拠事実の記戦が必要
⑧裁判官の独立への影響が懸念される循報は不可

○
○

、

剖圃
I裁判官から担当職務の状況に関する書面の提出’

Jg

皇

調垣L園
－

高裁長官にまる調整及び補充
0

垣し

一画一
不服がある場合の手続叩､、Ⅸ郷､“句』河口UJ司一羽脳 」‐

評価霧の記戦内容に関する不服の申出
評価権者による必要な調査
評価権者は． ．
．申出に理由があると露めるときは，評価書の記載内容を修正

１
２
３

｡申出に理由がないと鯛めるときは，その旨を評価書に記載
4高裁長官は，評価権者による修正又は記載について調整及び補充
5評価権者が結果を通知

一鰯一
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裁 判 宮 の 給 与
(平30. 1. ユ現在）

1 俸給
裁判官の報酬等
2諾手当
(1)支給状況

別紙のとおり

○

(注）○印は支給されるものを， ×印は支給されないものを示す。
0

(2)手当の内容

○

59

給与 種 目 最高銭判所の裁判官及び商等裁
判所長官

判事及び4号以上の報酬を受け
る簡易哉判所判事

判事補及び5号以下の報酬を受
ける簡易戴判所判事

初任給鯛整手当 ×■ × O(判事補5号以下に限る。 ）

扶 養 手 当 × × ○

地域手 当 ○ ○ 0

広域異動手当 × ○ ○

住居手 当
q × × ○

通 勤手 当 ○

ｅ
■

○ 0

単身赴任手当 × （高戟長官はO) ○ 0

特殊勤務手当 ×
｡ × ． ○

特地勤務手当 ×
■ ○ 0.

期 末 手 当 0 ○ ○ ・

勤 勉 手 当 × 0 0

寒冷地手当 ×（高裁長官はO) ○ 0

裁判官特別勤務手当 ● × O(平日深夜は×） O(判事補1ユ号以下は×）

種 目 支 給 額 等

初任給鯛整手当 1の別紙参照

扶養手当

※満15歳に達する日後の最初の4月ユ日から満22戯の年度末までの子ユ人につき月額5, .000円を
加算
※配偶者がなく，子と父母等の双方を扶養する場合には，子を1人目の扶養親族とする。

扶養親族の種類 扶 養 手 当 額

配偶者 ユ0 8 000円

浦22蟻に達する日以後の最初
の3月3ユ日までの間にある子

各8 0 000円
(配偶者がない場合，そのうち1人は10 8 000円）

満22歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある孫，
弟及び妹

60歳以上の父母及び祖父母

重度心身障害者

各6, 500円
（配偶者及び扶義親族たる子がない場合，そのうち1人は9, 0
00円） 申

0 ．

地域手当

● ぜ

(報酬，扶養手当の月額の合計額） ×.支給割合
● b

支給割合 支 給 地 域

ﾕ級地（20％） 東京都特別区 ．

2級地, （16％） 大阪市，横浜市ほか

3級地（15％） 名古屋市， さいたま市，千葉市ほか

4級地（12％）

●

立川市，神戸市ほか

5級地（10％） 広島市，福岡市，京都市，堺市ほか

6級地（6％） 仙台市，高松市，静岡市ほか

7級地（3％） 札幌市，北九州市ほか 。



○

○

60

種 目 支 給 額 等

広域異動手当 (報酬，扶養手当の月額の合計額）×支給割合 ． ．
※支給割合は，異動等前後の宮署間の距離が①300キロメートル以上の場合100分の10,@60キロメート
ル以上300キロメートル未満の場合100分の5 (平成26年度以前の異動等に係る場合は①100分の6,
②100分の3，平成27年度の異勲等に係る場合は，①100分の8，②100分の4）
※地域手当との併給調整あり

住居手当 (ア）借家，借間 家賛12,000超239000以下･…家賃-120000
家賃23,000超550000未満…･ (家賃-23,000)÷2+11,000

■

家賃55,000以上･･270000 (単位円, 100円未満切捨）
(イ）配偶者等の居住する借家（単身赴任手当受給職員に限る。 ） （ア）の額の2分のユの額

通勤手当 6か月定期券等の価額（1か月当たり55, 000円を限度） 、 異動等に伴い新幹線等を利用する職員に
ついては， 6か月定期券等の価額（特別料金分）の2分の1の額（ユか月当た．り20
を加算

、 000円を限度）

単身赴任手当 華礎額30 、 000円 ．

加算額職員の住居から配偶者の住居までの距離に応じて最高70, 000円

特殊勤務手当 帰還困離区域において行う作業に従事した日ユ日につき,O6, 600円(3, 960円) ,@1, 33
0円，居住制限区域において行う作業に従事した日1日につき, 3, 300円(1, 980円) ,@6
60円
※①は屋外において行うもの，②は屋内において行うもの， （ ）内は作業従事時間が4時間に満たない
もの 。

■

※同一の日において， 2以上の作業に従事した場合は，手当の額が最も高いもの以外の手当は支給しな
い ＠

｡

特地勤務手当 （ （異動時の（報酬十扶養手当）の月額×1/2＋支給時の（報酬十扶養手当）の月額×1/2） ）×支給割合

（準特地勤務手当）
上記宮署又は佐稜，高森若しくは夕張への異動に伴って住居を移転した職員には，別に異動時の（報酬
十扶養手当）の月額の6％以下を支給（夕張は冬期に限る。 ）

支給割合 官 暑

5級地(20%) 徳之島（鹿児島）

4級地（ユ6％） 八丈島（東京）

3級地'(12％） 新島（東京） 0 上県（長崎） 、 名瀬・種子島・屋久島・甑島（鹿児島） 9 石垣

･平良（那覇） ．

2級地（ 8％） 伊豆大島（東京） 〃 西郷（松江） 、 厳原・玉島・新上五島・壱岐（長崎）

ユ級地（ 4％） 寿都（函館）※冬期は2級地

期末手当 報酬等の①2． 6，②2． 2，③1， 4，④3． 3月分～報酬の号に応じた加算措置あり
［6月．…①1． 225，②1． 025, 0. 625,④ユ. 575月分,. 12月･…①1. 375,
②1. 175,@0. 775,@1. 725月分］
※①は判事補5～ユ2号，簡裁判事10～17号，②は判事補1～4号，簡裁判事5～9号，③は判事，
簡裁判事特号及び簡蕊判事’～4号の報酬を受ける蛾判官，④は最高議長官，最高蕊判事及び高裁長官
※支給割合は平成30年4月1日から適用されるもの。

３０月７
④③５１

，，－２

４５７０

勤勉手当 報酬等の①ユ． 8，②2． 2，③1． 9月分～報酬の号に応じた加算措匠あり
［6月， 12月・…各①0. 9,@1. 1, 0． 95月分］
※①～③の区分は『期末手当」欄に同じ
※支給割合は平成80年4月1日から適用されるもの。

寒冷地手当 支給地域に在勤する職員に対し， 11月から翌年3月まで毎月支給 （単位円）

区分 支． 給 地 域
世 帯 主

扶養親族あり 扶養親族なし
非世帯主

ﾕ級地 旭川，帯広，北見ほか 2q, 380 ・ 14 ロ 580 ユ0 、 340

2級地 札幌， ､釧路，小樽ほか 23 、 360 13 8 060 8 、 800

3級地 函館，室岡，浦河ほか 22 0 540 12 ， 860 8 0 600

4級地 青森県内，山形，盛岡，長野ほか 17 、 800 10 8 200 7 9 360

裁判官特別勤務
手当

①裁判所の休日の臨時又は緊急の必要等による勤務及び②平日深夜の臨時又は緊急の必要による勤務各ユ
回につき，
判事 簡裁判事
判事補
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